
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農地が荒廃化し、再生利用が不可能と判断される場合等、登録できない場合もあります。 

 

 

 

 

※中間管理機構についての詳細は裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

農地を貸したい方へ 

瀬戸市農地バンクを活用してみませんか？？ 

この制度は、耕作が困難になった農地を登録することで、 

「農地を借りたい！」方に紹介する制度です。 

以下の要件をすべて満たしていること 

・自己所有の農地 

・賃借権などが設定されていない農地 

・農地として活用できる土地 

・市街化調整区域内の農地 

登録できる農地 

お問い合わせ 

瀬戸市農業委員会 事務局（瀬戸市役所 産業政策課 農林係） 

０５６１－８８－２６５４（直通） 

R6.7.1更新 

・耕作者が決まるまでは、土地の保全管理（草刈り等）は所有者が行う必要があります。 

・農地を借りたい場合は、瀬戸市役所産業政策課農林係にて、農地バンクに登録された情報

を閲覧することができます。ただし、実際に借りるには、一定の農業経験が必要です。 

土地の管理もしてもら

えて、一石二鳥だわ！ 

表 

農地所有者、借受希望者双方で話し合いを行い、貸し借りの交渉が成立した場合、

愛知県農地中間管理機構を通した農地の利用権設定（貸し借りの契約）を行って

から、耕作を始めていただくことになります。 



 ※参考 


